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論 説 
 

電子申告利用時における国税通則法及び税理士法に関する一考察 

 
 
 

加 治 木 税 務 署 長 
笹 川 篤 史 

 
◆SUMMARY◆ 
 

電子申告が始まり３年が経過した現在において、利便性向上に向けた取組み等により利

用件数は大幅に増加しているが、電子署名が行われていない場合の取扱い、電子証明書に
瑕疵がある場合の取扱い等の申告行為に関する論点、電子申告と税務代理等の税理士法に

関する論点、利用のピークへの対応等、利用件数が今後も増加するにつれて検討を要する
と思われるものが少なからず存在する。 
本稿は、これらの論点について検討を行い、電子申告においては書面による提出とは異
なる議論が生じる可能性があることを指摘したものである。 

（税大ジャーナル編集局） 
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１ はじめに 
平成 18 年分所得税における国税電子申
告・納税システム（e-Tax）の利用件数は利
用者の利便性向上に向けた取組等により 49
万 1千件（前年比約 14倍）、個人事業者の消
費税については 10 万 2 千件（前年比約 11
倍）と大幅に増加した1。電子申告の法令上
の論点については、日景をはじめこれまでも

論じられているが2、電子申告が始まり 3 年
が経過し、電子署名の有効期限切れといった

課題、税理士法に関する論点等、利用件数が

今後も増加するにつれて検討を要すると思
われる点に着目して本稿では検討すること

としたい。 
なお、本稿全般における意見に関する部分

はいずれも私見であり、国税庁の公式見解で
はないことを予めお断りしておく。 

 
２ 電子申告の法体系 
上記の課題を検討するに当たり、電子申告
の法体系について概括する。 
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⑴ 行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律 

従来書面に限られていた申告手続のオン
ライン化を法律的に可能としているのが、行

政手続等における情報通信の技術の利用に
関する法律（以下「情報通信技術利用法」と

いう。）である。同法は行政手続のオンライ
ン化の通則法としての性格を有し、第 3条第
1 項において、「書面等により行う申請等の
手続について主務省令を定めることにより、

電子情報処理組織を使用して行わせること
ができる」と規定している。なお、同項が、

「申請等を行う者が電子情報処理組織を使
用して行うことができる」ではなく、「行政

機関等が行わせることができる」と規定して
いることから、オンラインによる行政手続を

申請者の法令上の権利として認めるのでは
なく、行政機関等に法令上の裁量権が認めら

れていると考えられている3。このため、
e-Taxは大部分の国税手続に対応しているが、
相続税・贈与税等の一部の申告手続等には対
応していない。 
また、同条第 4項は、申請等における署名

等について、「氏名又は名称を明らかにする

措置であって主務省令で定めるものをもっ
て当該署名に代えさせることができる」と規

定している。 
⑵ 国税関係法令に係る行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する省令 

上記のように、情報通信技術利用法は主務

省令を定めることにより行政手続のオンラ
イン化を可能としているが、国税関係手続に

ついては、その主務省令に当たるものとして、
国税関係法令に係る行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する省令（以下「省
令」という。）が規定されている。省令第 5
条において、識別符号及び暗証符号の入力及
び電子署名を行い、当該電子署名に係る電子

証明書と併せてこれらを送信することが規
定されている。 

また、情報通信技術利用法第３条第４項に
規定される氏名を明らかにする措置として、

省令第６条では、電子署名又は識別符号及び
暗証符号の利用を規定している。 
なお、平成 18年 12月の省令改正により、

省令第 5 条のただし書で、「当該電子署名が
国税庁長官が定める者に係るものである場
合には、当該申請等の情報に当該者に係る電

子署名を行うこと及び当該電子署名に係る
電子証明書を送信することを要しない。」と

規定され、これを受ける平成 18年 12月 27
日の国税庁告示第 32号により、納税者が、
税務書類の作成の委嘱をし、委嘱を受けた税
理士が電子申告を行う場合における納税者

の電子署名が省略可能とされている。 
⑶ 電子署名及び認証業務に関する法律 

省令は電子署名を行うことを求めている
場合があるが、この電子署名とは、電子署名

及び認証業務に関する法律（以下「電子署名
法」という。）に規定されているものである

（省令第 2条第 1項第 1号）。電子署名法は、
電子署名の円滑な利用の確保による情報の

電磁的方式による流通及び情報処理の促進
を図ることを目的としたものであり、第 2条
において、「当該情報が当該措置を行った者
の作成に係るものであることを示すための

ものであること。」及び「当該情報について
改変が行われていないかどうかを確認する

ことができるものであること。」との電子署
名の要件が規定されている。 
第 3 条では、「本人による電子署名が行わ
れているときは、真正に成立したものと推定

する」と、規定されている。 
⑷ 電子署名に係る地方公共団体の認証業

務に関する法律 

電子証明書には様々な種類があり、一定の

要件4を満たしているものが e-Tax において
使用可能となっている。その中の一つが、地

方公共団体による「公的個人認証サービス」
に基づく電子証明書である。これは、地方公



税大ジャーナル ６ 2007.11 

70 

共団体の認証業務に関する法律（以下「公的
個人認証法」という。）に基づいて、申請者

の住民票のある市区町村で発行されるもの
である。 
同法第 5 条により公的個人認証サービス
による電子証明書の有効期間は 3 年とされ、
第 15条第 1項第 5号により有効期間満了時
にはその効力を失うとされている。 

 
３ 申告行為に関する論点 
申告納税制度における申告行為の意義に
ついて、金子宏教授は、申告行為は私人の公

法行為の一種であり、納付すべき税額を確定

する効果をもつ5としている。東京高裁昭和
40年 9月 30日判決（行政事件裁判例集 16
巻 9号 1477頁、訟務月報 12巻 2号 275頁、
税務訴訟資料 41 号 1044 頁）は、申告行為
は、納税義務者と国との間の具体的な法律関

係（租税債権債務関係）を発生させるための
一つの法律要件をなす前提事実であるとし

ている。 
また、金子教授は、申告行為について原則

として民法の規定が準用されるが、別段の定
めがある場合、または申告の性質や租税法規

の趣旨から、民法の規定の準用が合理的でな
い場合、その適用は排除されると解すべきと

している。具体例として、金子教授は要素の
錯誤に基づいて過大な税額を申告・納付した

場合は、民法 95条の適用ではなく更正の請
求によるべきという例や民法 110 条の表見
代理の規定は納税申告には適用されない例

をあげている。6 
これらの点については、電子申告によって

も従来の書面による申告と変わることはな

いと思われる。 
 
４ 電子申告固有の論点 
⑴ 電子署名が行われていない場合 

電子申告利用時には電子署名を利用する
ため、電子申告固有の問題として、電子署名

が行われていない申告データを送信した場
合にそれを有効な申告として取り扱うべき

かという論点が想定される。書面による申告

では、申告行為は要式行為であると判例7で
は示されているが、この場合、電子申告の要
式を満たしておらず、無効と解すべきかとい

った問題が生じる。 
この点について、日景8は署名の目的は主

体の真意に基づくものであることを明確に
すべきものであるとの観点から、その欠缼は

補正しうるものであり、申告書自体は有効な
ものとして取り扱って差し支えないとした

上で、電子署名の改変防止機能等に着目し、
「電子署名を欠く電子手続についてはその

効力を否定するといった法的措置を講ずる
ことが望ましい」としている。 
この点について、電子申告における電子署

名の役割を考えるに当たり、電子署名が必要

とされる根拠法令となっている省令につい
て見ると、第 5条及び第 6条において、電子
署名の利用が規定されている。省令第 5条は、
電子情報処理組織を使用して申請等を行う

者は電子署名を行わなければならないとし
ており、第 6条は氏名等を明らかにする措置
として電子署名を行なうことを規定してい
る。情報通信技術利用法第 3条は、主務省令
で定めるところにより、行政機関等にオンラ
インによる申請等を可能にするものであり、

当該主務省令が求めている電子署名が行な
われていない電子申告はその要件を満たさ

ないと思われ、文理解釈上、そのような電子
申告は効力を有していると言えなくなると

思われる。 
つまり、電子署名は電子申告を有効なもの

とする要件としての機能と、同法 4条の書面
手続上の署名に代わるものとしての役割が

あり、電子署名を単なる書面手続上の署名に
代わる機能であると考えるならば、電子署名

が行なわれていないとしても書面による申
告における署名不備と同様に、申告書の効力
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に影響を及ぼすものではないが、要式行為で
ある申告手続の要件の一つと考えれば、電子

署名が法令上求められている場合にそれを
欠く申告手続は文理解釈上効力を有してい

ると言えなくなると思われる。このため、日
景が述べるように、電子署名を欠く電子手続

についてはその効力を否定するといった法
的措置を改めて講ずる必要はないと思われ

る。 
なお、電子署名が行われていない申告デー

タの送信を無効と解した場合、無申告加算税
等の問題が生じるが、電子申告を行うソフト

においてはデータ送信前に電子署名を行う
ようにしているものが一般的であり、また、

e-Tax利用者は正常に送信が行えたかの確認
が可能9であることから大きな問題となる可
能性は少ないと思われる。 
⑵ 電子証明書に瑕疵がある場合 

このように考えると、次に、電子署名が行
なわれ、併せて電子証明書が送信されていた

ものの、その電子証明書に何らかの瑕疵があ
る場合に、その電子申告を無効であると解す

べきかとの問題が考えられる。電子署名が行
なわれていたものの、電子証明書が失効して

いた場合として、例えば、電子証明書の有効
期間が満了している場合や住民票の移動に

より失効している場合が考えられ、これらの
取扱いが問題となる。 
特に、公的個人認証サービスの電子証明書
の有効期間は３年間であるが、同サービスの

提供が開始されてから既に 3年が経過し、今
後は有効期間が満了した電子証明書を格納

した住民基本台帳カード（以下「住基カード
という。」）を保有する納税者が増えてくると

思われる。 
省令第 5 条により、電子申告を行う者は
「電子署名に係る電子証明書と併せてこれ
らを送信する」ことが求められており、求め

られる電子署名は通常有効なものに限られ
ると思われるが、有効期間満了後の電子証明

書が送信されたものを一律に無効なものと
して取り扱うことは、書面による申告との平

衡や電子証明書が普及途上であることを考
慮すると弊害も大きいと思われることから、

有効なものとして解す余地がないか検討す
ることとしたい。 
この点について検討するに当たり、まず、
申告の有効性について争われた事例を確認

し、次に、電子署名及び電子証明書の必要性
及び機能等を整理した上で、公的個人認証法

及び商業登記に基礎を置く電子認証制度に
おける取扱いを通じて考えることとする。 
なお、公的個人認証サービスの電子証明書

が失効する場合として、公的個人認証法 15
条 1項により、①利用者が失効を求める旨の
申請をした場合（1 号）、②住民票の移動が
あった場合（2 号）、③記録誤り等があった
場合（3 号）、④電子署名を行うための暗証
番号が漏えい等した場合（4 号）、⑤有効期
間が満了したとき（5号）とされている。自
ら失効を求めた場合等と有効期間が満了し
た場合を同列に扱うべきではないと思われ

るため、以下では、主に有効期間が満了した
場合を想定して検討することとする。 
イ 申告の有効性について争われた事例 

書面による申告において、どのような申告

書までが有効とされるのかを検討するため、
有効とされた事例と無効とされた事例を分

析することする。 
金子教授は、納税申告は要式行為であると

した上で、若干の留保を付した申告書を適
式・有効な確定申告書であるとした例として、

大阪高判昭和 53年 6月 29日（行裁例集 29
巻 6 号 1230 頁）10をあげている。大阪高裁
は、「『仮』申告書と表示されている点を除け
ば、いずれも法人税法施行規則に定められた

法人税確定申告書の書式を用いて、法人税法
七四条所定の記載事項が記載されている、適

式の確定申告書であり、（中略）有効な確定
申告というべきである。」としている。 
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また、押印に関して争われた事件としては、
大阪高裁平成 9年 4月 22日判決（税務訴訟
資料 223号 473頁）11がある。大阪高裁は、
「国税通則法一二四条一、二項によれば、法

人が（修正）申告書を提出する場合には、当
該書類に当該法人の名称及び住所又は居所

を記載したうえ、当該法人の代表者が押印し
なければならないと定めているにとどまり、

当該法人の代表者が押印すべき印章につき
これを限定する趣旨の法令の規定はないの

で、仮に、本件各修正申告書に、控訴人の印
鑑（会社印）でなく、代表者個人の認め印が

押捺されているとしても、そのことによって
右申告書の効力に影響を及ぼすものではな

い」としている。 
妻が作成した修正申告の効力について争

われた事件として、名古屋高裁金沢支部平成
13 年 4 月 23 日判決（税務訴訟資料 250 号
順号 8888）12がある。名古屋高裁金沢支部で
は、「本件確定申告及び本件修正申告につい

て、これを委任していたことを認める直接証
拠はないものの、（中略）本件確定申告及び

本件修正申告について、これを包括的に委任
していて、本件確定申告及び本件修正申告は

いずれも乙の意思に基づく有効なものであ
ると認めるのが相当である。」とし、有効な

ものとしている。 
次に、無効とされた例として、納税者側が

申告行為を行ったと主張したが、無申告加算
税賦課が適法とされた事例について見るこ

ととする。 
金子教授は、「それ（＝納税申告）は本人

の名前で行わなければならず、第三者名義の
申告は無効である（最判昭和 46 年 3 月 30
日刑集 25巻 2号 359頁）。」とし、また、「法
定申告期限内に国税を納付したが、申告書の

提出を失念し、法定申告期限経過後に申告を
した場合は、法定申告期限内に申告したとは

いえないと解すべきである（東京高判平成
11年 9月 29日月報 47巻 2号 351頁参照）」

としている13。なお、東京高裁平成 11 年 9
月 29日判決（月報 47巻 2号 351頁）と同
種の事件として、大阪地裁平成 17年 9月 16
日判決14がある。 
また、申告書作成の基礎となる書類等が申
告期限内に提出されていた場合、それを申告

と解すべきかが争われた事件として、東京高
裁昭和 48年 3月 9日判決（訟務月報 19巻
10号 139頁、税務訴訟資料 69号 628頁）15

がある。東京高裁は、「納税申告は納税義務

を確定させることを主たる目的とする課税
標準および税額等の申告であって、申告書の

提出によってする要式行為であり、申告書作
成の基礎となる書類等が申告期限内に提出

されても、それだけでは、正式の申告とはい
えないから、被控訴人主張の出頭ないし明細

書の提出により申告を了したものとみるの
は相当でなく」としている。 
これらの無効とされた判例において、申告
の意義について触れた箇所について見るこ

ととする。東京高裁平成 11 年 9 月 29 日判
決（訟務月報 47巻 2号 351頁、税務訴訟資
料 244号 934頁）16では「納税申告は納税義
務を確定させることを主たる目的とする課

税標準及び税額等の申告であって、申告書の
提出によってする要式行為である。」とし、

大阪地裁平成 17年 9月 16日判決では、「納
税申告書は、申告納税方式による国税に関し

国税に関する法律の規定により課税標準、課
税標準から控除する金額及び納税すべき税

額等の事項等を記載した申告書をいい（通則
法 2条 6号）、その税務署長への提出によっ
て納付すべき税額が原則として確定する法
的効果を有するものである。」とされている。 
ロ 電子署名の必要性及びその機能 

電子証明書に瑕疵がある申告データにど

のような問題があるか、何が確認でき何が確
認できないのかを整理するため、電子署名及

び電子証明書の必要性及びその機能を概括
することとする。 
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電子申告を行う際には、電子署名が必要と
されており、電子署名の必要及びその機能に

ついて、まず、法律の背景・目的について、

電子署名法の所管省である総務省17によると、
「インターネット等におけるやりとりでは、
相手方と対面することが不要であるゆえに、

情報の受信者と発信者がそれぞれ本当に本
人なのか、情報が途中で改変されていないか

を確認することが必要とされ、そのための有
効な手段として、暗号技術を応用した電子署

名及び認証業務が利用されています。／しか
しながら、電子署名や認証業務が法的にどの

ように取り扱われるのかが明らかにされて
いないと、せっかく電子署名や認証業務が本

人確認等の手段として利用されていたとし
ても、ネットワーク上を流通する情報に関す

る訴訟があった際に、電子署名や認証業務が
どのように評価され、どのような解決に至る

のかが予見できず、そのことが電子商取引等
の普及の妨げになるおそれがあります。／そ

こで、本法の制定により、電子署名に関し、
電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業

務に関する認定の制度、その他必要な事項を
定めることにより、国民による電子署名の円

滑な利用を確保し、電子商取引をはじめとす
るネットワークを利用した社会経済活動の

一層の推進を図るものです。」とされている。 
「情報の受信者と発信者がそれぞれ本当

に本人なのか、情報が途中で改変されていな
いかを確認することが必要」という点に関し

て、電子取引における課題について、渡邉新
矢によると、「第 1 に、データ上、作成者を
表す記述があった場合でも、記述そのものは
誰でも作成できるため、実際に作成名義者本

人が作成したか、それとも第三者が作成名義
者になりすまして作成したかを判別するこ

とは困難である。これが、いわゆる『なりす
まし』の問題である。（中略）第 2 に、イン
ターネット上の通信の場合は、通信経路上で、
悪意のあるハッカーに盗聴され、さらにその

内容を改ざんされる危険性がある。（中略）
第 3に、送信の事実の有無をめぐって、送受
信後、相手方が送信の事実や内容の一部を否

定する危険がある。」18とされている。 
こうした課題に対して、電子署名がどのよ

うに対応しているか、暗号技術の説明は省略

するが、電子署名は、なりすまし対策として、
ID・パスワードを使用した認証の弱点を強化
することができるとされている。改ざん対策
としては、電子署名を行った後、電子文書が

第三者によって変更されていないかを確認
できるとされている。自己否認対策としては、

電子署名により、本人しか送信内容を作成で
きないという状態にすることができるとさ

れている。19 
ハ 電子証明書の必要性及びその機能 

電子署名は電子取引上の課題について対
応しているが、電子署名を行った者自身が間

違いなくその署名の名義人であるか否かと
いう問題が残る。この問題に対応しているの

が電子証明書である。 
商業登記に基礎を置く電子認証制度を提

供している法務省20によれば、「『電子署名』
がインターネット上で広く用いられるため

には、署名者の公開鍵が間違いなくその署名
者のものであることを、信頼できる第三者が

証明する仕組みが必要です。具体的には、第
三者が署名者の公開鍵等を証明する『電子証

明書』を発行することになりますが、この場
合、電子署名は押印に、電子証明書は印鑑証

明書になぞらえることができます。／従来、
文書による取引・申請においては，文書の作

成者を確認するための信頼性の高い手段と
して、登記所が発行する印鑑証明書・資格証

明書が広く利用されてきたところですが、今
回導入する電子認証制度は、これらの証明書

に相当する電子的な証明制度として、登記所
が電子証明書を発行するものです。」とされ

ている。 
また、飯田耕一郎は、電子証明書の意義に
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ついて、「電子署名の場合には、第三者機関
の発行した電子証明書が印鑑証明書と同様

の機能を有する。」21としている。 
ニ 電子証明書が失効していた場合の問題点 

電子証明書を受け取った行政機関ではそ
の有効性を電子証明書の発行機関に照会す

ることとなるが、電子証明書の有効期間終了
後の有効性確認については、総務省の「『電

子署名及び認証業務に関する法律の施行に
関する意見募集』に寄せられた主な意見と考

え方」22によれば、「現在の標準的な認証スキ
ームでは、電子署名が行われた時点における

電子証明書の有効性ではなく、電子証明書を
受領した者から確認を求められた時点での

当該電子証明書の有効性について認証事業
者が返答する仕組みになっています。したが

って、証明書の有効期間終了後には、有効期
間内に証明の取消しがあったか否かを問わ

ず、当該証明書の有効期間がその時点（確認
を求められた時点）で終了しているという情

報しか返答できないというのが標準的な取
り扱いです。したがって、有効期間終了後に

有効期間内に証明の取消しがあったか否か
等に関する照会があった場合は、照会に応じ

るか否か、応じる場合の条件等について認定
認証事業者がその判断で認証業務規程に定

めることとするのが適当と考えます。」とさ
れている。 
電子証明書はあくまで「署名者の公開鍵が

間違いなくその署名者のものであることを、

信頼できる第三者が証明する」ものであり、
印鑑証明書に相当するということに鑑みれ

ば、電子証明書が有効期間満了に伴い失効し
ているということは、電子署名に問題がある

のではなく、書面に例えれば押印はあるが、
印鑑証明書が添付されていない状態と同様

と思われる。法人税及び所得税の申告におい
て、印鑑証明書の添付が求められていないこ

とに鑑みれば、電子証明書が有効期間満了に
伴い失効している場合の申告データを無効

とすることは、平衡を欠くと思われる。 
ホ 有効期間満了後の電子証明書を送信し

た納税者の過失の程度 

住基カードの有効期間が 10年であるのに
対し、公的個人認証の電子証明書の有効期間
は３年となっており、住基カードを見ただけ

では公的個人認証の有効期限が分からない
ようになっている。 
また、電子証明書は印鑑登録証明書に例え
られることがあるが、印鑑登録自体には有効

期限がないので、電子証明書に有効期間があ
るということが利用者側において、十分浸透

していない可能性があると思われる。 
また、現在、公的個人認証サービスが普及

中の段階であり、その制度が十分周知されて
いない状態で有効期間を満了した電子証明

書を送信してしまうことは、過失の程度とし
は大きいとは言えないと思われる。 
へ 一律に無効とすることの問題点 

日景は「税務署に提出された納税申告書に

これら（＝記名または署名及び押印）の欠缼

がある場合であっても、提出した納税者を書

面等から特定でき、その提出の意思が明らか
であるときには、その欠缼は、補正し得るも

のであって、その納税申告書自体は有効なも
のとして扱って差し支えないものと考え

る。」としている。書面による申告書の提出
において、署名押印等の瑕疵については後日

補正を行うことにより、有効な申告として取
り扱うことが一般的であるならば、電子申告

における電子証明書の瑕疵をもって、一律に
無効なものとして扱うことは、書面による申

告との平衡を欠くこととなると思われる。 
個人の納税者の多くが振替納税を利用し

ているが、適用要件の一つが「期限内申告書
の提出により納付すべき税額の確定した国

税」（国税通則法第 34条の２第２項）とされ
ていることから、無効な申告として扱った場

合、期限内に電子証明書を取り直して再送信
を行わないと、振替納税が適用されなくなる
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という問題が生じる。 
また、青色申告特別控除のように期限内に

申告を行うことを適用要件（租税特別措置法
第25条の2第5項）としているものがあり、
これらについても同様の問題が生じる。 
システム上も電子証明書が失効している

場合、即時通知及び受信通知にエラー情報が
表示されないとされており23、電子証明書が

失効していたとしても納税者は正常に受信
され有効なものとして取り扱われていると

認識することとなる。この場合、「後日、提
出先の税務署から連絡をさせていただく場

合があります」とされており、その連絡が申
告期限後や申告期限の直前であるような場

合も考えられ、電子証明書の有効期間満了後
の電子申告を無効なものとして取り扱うこ

とは納税者にとって不利益が大きいと思わ
れる。 
情報通信技術利用法はその目的を「国民の

利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡

素化及び効率化に資すること」（第 1 条）と
しているが、申告を無効なものと解すること

により、無申告加算税、特定の不適用等の不
利益が利用者に生じ、結果としてその目的が

達せない恐れも生じると思われる。 
ト 小括 

以上のように、電子証明書が有効期間満了
に伴い失効している場合の申告データにつ

いては、無効とすることは問題が大きく、な
りすましの危険はあるものの、納付により納

税者の意思が確認でき、なりすましの危険性
は少ないと思われる。一方、還付申告につい

ては納付のような後続の手続がなく、不正還
付を行った者が誰かがなりすましたと主張

し、自己否認することも考えられる。このた
め、高額の還付申告については、有効期限内

の電子証明書が到着した後に還付手続を始

めるとすることが考えられる。24 
 

５ 到達時期に関する論点等 
⑴ 到達時期に関する論点 

中西良彦は、納税申告について国税通則法
第 22条により発信主義が取られ、米国では
申告等の一般規定である IRC において電子
申告について発信主義が取られるようにな

ったことから、国税通則法の改正が必要だと

している25。また、書類の添付を条件とする
規定があり、電子申告による申告が後日期限
後であったとされないよう立法上の手当て

が必要と述べている。この点については、国
税通則法第 22条は到達主義の原則に対して、
郵便事情等を考慮し、納税者間の地理的不公
平を是正する必要性から納税申告書に発信

主義を適用するもの26であり、オンラインで
行われる電子申告において、郵便事情や地理

的条件を考慮する必要はないことから、発信

主義を適用する必要はないと思われる27。 
また、同条は、「郵便又は信書便により提

出された場合」において、発信主義を適用

しているものであり、電子申告と適用が競
合することはなく、電子申告を行い仮に添

付書類を郵送で提出した場合も、同条が
「当該申告書に添付すべき書類その他当

該申告書の提出に関連して提出するもの
とされている書類を含む。」とされており、

国税通則法を改正する必要はないと思わ
れる。なお、平成 19年度改正において、電
子申告における第三者作成書類の添付省略
が行われており、実際に問題となる場合は、

さらに少ないと思われる。 
また、情報通信技術利用法第３条第３項に

より、行政機関のファイルに記録された時点
が到達したものとみなすことについて、日景

は「オンラインによる申請等を行う者に係る
データが行政機関等の使用する電子計算機

に到達してからそれに備えられたファイル
に記録されるまでの間のタイムラグは、通常、

僅かなものにすぎないかもしれないが、この
間のデータは、既に行政機関等の支配下に入
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っているというべきであるし、この間におけ
る事故等に伴うデータの破損等にかかわる

危険負担は、行政機関等において負うべきも

のと考えられる。」28としている。これについ
ては、システムトラブルによりデータが破損
した場合には、申告内容が確認できないこと

から、行政機関等において危険負担を負うと
いう考えよりも、後述のシステムトラブル等

に伴う申告期限の延長の問題として解決す
る方が合理的と思われる。 
⑵ 利用のピークを緩和する方策 

到達時期に関する論点として、佐久間裕幸

は、「電子申告の場合には、国税のシステム
の負荷を軽減する意図もあって、申告期限を

5日間延長するとか、10日間延長するとかと
いうだけでも出てくると、（中略）ピークが

広がるかなという期待はできるような気は

します」29と述べている。 
今後も利用率が上昇することにより、確定
申告期終盤に送信が集中し、電子申告の受付

システムに負担が生じることが考えられる。
国税電子申告・納税システム（e-Tax）は申
告手続については所得税、法人税、消費税に
対応しているが、法人税の申告件数 276万 7
千件30に対し、確定申告書の提出件数は
2,349 万 4 千件31であり、確定申告期終盤に
申告手続を行う納税者が多いことを考慮す
れば、確定申告期終盤の利用が著しいピーク

となることが予想される32。 
岩崎吉彦は電子申告のシステムは非常に

広範な納税者が利用するため、一旦障害が発
生すると影響が大きく、法定期限の前後によ

り納税者と国との債権債務関係に影響が生
じることからデータがいつ受け付けられた

かを厳密に管理する必要があり、受付システ
ムがデータの著しいピーク性に対応しなけ

ればならないとしている。このため、処理能
力の面では、入念なテストと慎重な運用拡大

が必要であり、運用開始時には安定性を確認
しながら段階的に対象手続や対象地域を拡

大する方式を採用しているとしている。33 
一方、平成 18年分所得税の確定申告にお

いては、24 時間受付、国税庁ホームページ
の確定申告書作成コーナーからの直接送信、

税理士が送信する際の納税者本人の電子署
名省略等により、所得税の電子申告件数が前

年比約 14倍となり、利用件数が大幅に増加
している。申告の受付という性質上、システ

ムは安定的な稼動を確保する必要性が非常
に高く、多くの納税者が利用する確定申告終

盤においても、安定的な処理能力が求められ
る。このため、導入時は段階的な利用拡大が

図られていたが、最近では利用件数が急激に
増加している。 
一方、確定申告期限を過ぎた 3月 16日以

降はシステムの負担が軽減されると思われ

る。このため、確定申告期終盤というピーク
を緩和し安定的な稼動を確保する方法とし

て、税理士が関与している納税者の申告デー
タを送信するものについては、3 月 16 日以
降の数日間も期限内申告として受け取る方
法がないか検討する余地があると思われる。 
これについては、申告書の提出期限が法律

により定まっている以上、原則として法律改

正を要すると思われる。税理士に対するイン
センティブとして電子申告を利用した場合

については申告期限を数日間延期すること
も考えられるが、納税者本人による送信と税

理士による送信を区分し、税理士による送信
だけに適用するような法律改正には困難な

面もあると思われる。このため、それ以外の
方法として、税理士に会計ソフトを提供して

いるベンダー34と国税庁との賃貸契約等によ
り、当該ベンダーのサーバーの一部を国税庁

の管理下におき、当該サーバーを電子申告の
システムの一部とする方法が考えられる。具

体的には、情報通信技術利用法第３条３項に
基づき、行政機関等が使用する電子計算機に

備えられたファイルへ記録がされた時に申
請等が到達したものとみなされることを利 
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用し、当該サーバーに記録された時点に申告が行われたものとみなし、確定申告期間終了後
に、現在の電子申告の受付システムに送信するという方法である。 

 
（案１）e-Tax受付システム経由方式 
ベンダーの計算センターに国税庁が管理する期間限定のレンタルサーバーを追加し、レ
ンタルサーバーを含めて、広義の e-Tax 受付システムとすることにより、そのサーバー内
に記録された時点で申告があったとする方法。（図１参照） 

 
《図１》 

 
 
 
 
 
 
 
 
広義の e-Tax受付システム 

 
（案２）国税総合管理システム（KSK）直接取込み方式 
レンタルサーバーから、データをオンライン又は記録媒体により直接 KSK35に取り込む
方法。（取り込む行為を国税庁内の部内のデータ移動と考える。）（図２参照） 

 
《図２》 

 
 
 
 
 
 
 
 
広義の e-Tax受付システム 

 
これらの実現に当たり検討を要する点と
して、まず、技術面については、ベンダー内

におけるデータ管理方法が不明であり、実現
に向けては、技術的な実現可能性を検討する

必要がある。特に案２については、データ取
込みについてのシステム開発が必要になる

と思われる。 
また、法令面については、国税関係法令に

係る行政手続等における情報通信の技術の
利用に関する省令において、利用者識別番号

と税理士の電子署名を求めているが、申告デ
ータへの利用者識別番号及び税理士の電子
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署名は税理士事務所で行い、ベンダー計算セ
ンター内のデータについてはこれらが行わ

れていないと思われる。 
これについては、①電子署名を一部省略し

た告示（国税関係法令に係る行政手続等にお
ける情報通信の技術の利用に関する省令第5
条第 1 項ただし書に規定する国税庁長官が
定める者を定める件）に追加を行う方法、②

ベンダーのシステム開発によりベンダー計
算センター内のデータに利用者識別番号項

目を追加し、税理士の電子署名を行ったデー
タとすることが考えられる。（ただし、申告

データに税理士の電子署名を行い、当該デー
タをベンダー計算センター内で保管するた

めには、ベンダー計算センターと税理士事務
所の間のデータ往復が再度必要となる。） 
案１と案２を比較した場合、技術的には、
レンタルサーバーから KSKの取り込み機能
の開発を必要とせず、既存の e-Tax受付シス
テムを活用する案１の方が、実現可能性が高

いと思われる。一方、案 1は申告期限以降に
税理士事務所から e-Tax 受付システムに送
るデータの性格について整理が必要36と思わ
れる。 

 
６ 期限延長に関する論点 
電子申告固有の論点として、システムトラ
ブルにより申告データが受け付けられなか

った場合の取扱いが考えられる。 
電子申告導入に当たり、水野忠恒教授を座

長とする申告手続の電子化等に関する研究
会報告書「望ましい電子申告制度の在り方に

ついて」37によれば「電子申告の場合、納税
者が期限内に送信し、通常であれば期限内に

到達したにもかかわらず、通信の混雑やトラ
ブルなど納税者の責めに帰することのでき

ない理由により期限後申告となり、納税者に
とって不利益な結果を招く場合が有り得る

ことなど電子申告特有の問題があり、これに
対する何らかの措置が必要ではないかと考

えられる。」とされている。また、申告手続
の電子化等に関する研究会メンバーである

本庄資教授は、「大変やむを得ない事情は何
かで認めないと、期限内申告になるか、期限

後申告になるかで、随分不利益を受けるよう
な方が出るようなことがあってはいけない。

そのような扱いについて検討をしようとい
うことになっています」38と述べている。 
送信不能という事態について、岩崎吉彦は、
「不可抗力により送信不能とか送信遅延が

生じた場合の取扱いは、事実関係に基づいて
個々に判断することになります。これは書面

の場合と同様に、納税者の責めに帰すべき事
由によるものでない場合には、納税者が不利

益を受けることがないように取り扱うとい

う国税通則法の大原則に従うものです。」39と
述べている。 
こうした問題について日景は、「現行の国

税通則法第 66条第 2項の規定（期限後申告
に正当な理由がある場合の無申告加算税の

不徴収）その他により対応することが可能で
あり、指摘されるほど大きな問題ではないの

ではいかと考えられる。」としているが、振
替納税や青色申告特別控除のように期限内

申告を適用要件としているものがあり、無申
告加算税の不徴収ではなく、国税通則法第

11 条の災害等による期限の延長の適用につ
いて検討すべきと思われる。 
国税不服審判所昭和 55 年 4 月 24 日裁決
（裁決事例集 20巻 1頁）によれば、「災害そ
の他やむを得ない理由とは、自然的災害、人
為的災害、交通と絶等の客観的に見て、その

申告ができないような状態をいうものと解
される」とされている。 
電子申告が行えなくとも、書面により申告

書を提出することが可能であり、「客観的に

見て、その申告ができないような状態」では
ないとも考えられるが、電子申告の受付時間

は通常午後 9時までとされており、この時間
では税務署の窓口は閉じられている。時間外
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収受箱に投函することも可能とも考えられ

るが、e－Tax を利用するに当たってのメリ
ットとして、「税務署や金融機関に赴くとい
った距離的な制約がなくなる」40としており、
電子申告利用者に申告期限間際に税務署へ
の提出を強要することは納税者の理解を得

られないと思われる。また、郵送による提出
についても、無集配局に集配時刻以降持ち込

んだ場合は翌日の通信日付印となることか
ら、国税通則法第 22条を適用しても期限内
申告とならない可能性がある41。このため、
電子申告の受付システム側の事情により電

子申告の受付ができなくなった場合は、「客
観的に見て、その申告ができないような状

態」に該当すると思われる。 
また、国税電子申告・納税システムの利用

規約第 16条第 2項では、免責事項として、
「国税庁は、本システムの利用の停止、休止、

中断若しくは制限又は通信回線の障害等に
より発生したシステム利用者又は他の第三

者が被った損害について一切の責任を負わ
ないものとします。」としているが、これは

システムトラブル等により生じた損害につ
いて、国税庁が賠償責任を負わないという趣

旨であって、国税通則法第 11 条等の適用を
排除するという意味ではないと思われる。 
申告期限の延長については、国税通則法施

行令第 3条第 1項により、地域及び期日を指
定して期限を延長する方法と同第 2 項によ
り、申請により期日を指定する方法がある。

所得税の確定申告末期に受付システム等の
トラブルが発生したような場合、多量の申告

件数であり、納税者の負担を考えると、電子
申告利用者について一律に延長の指定を行

うことが望ましいと思われる42が、施行令第
3条第 1項は「都道府県の全部又は一部にわ
たり」と特定の地域を念頭に置いていること
から電子申告利用者のみについて同項を適

用することは難しい面があると思われる。こ
のため、第 2項による申請に基づく方法にな

ると思われる。こうした申請についても、電
子申告・納税システムでは利用可能であり、

期日の指定に関する通知もシステムを通じ

て用いて行うことも考えられる43 44。 
なお、通信に関するトラブルとしては、バ
ックボーンと呼ばれる基幹的な通信回線か

ら、個別のインターネットサービスプロバイ
ダー（以下「プロバイダー」という。）にお

けるトラブルが考えられる。大規模な通信障
害は一律に適用し、そうでないような個別の

プロバイダーのトラブルについては、個々に

判断することが考えられる45。その際、個別
のプロバイダーのシステムトラブルはその
プロバイダーを選択した利用者の責任であ

るとも考えられるが、地域により、プロバイ
ダーの選択肢がない場合もあり、必ずしも利

用者の責任と言えない場合があることにも
留意する必要があると思われる。 

 
７ 重加算税等に関する論点 
納税者の補助者や申告を委任された第三
者が隠ぺい仮装行為を行った場合にも、国税

通則法第 68条１項による重加算税を賦課し
うるかについては、金子教授の「納税者と代

理人との関係、当該行為に対する納税者の認
識の可能性、納税者の黙認の有無、納税者が

払った注意の程度等にてらして、具体的事案

ごとに判断すべきであろう。」46をはじめ、さ
まざまな学説がある。ここでは、最高裁で判
示された「納税者が税理士に納税申告の手続

を委任した場合についていえば、納税者にお
いて当該税理士が隠ぺい仮装行為を行うこ

と若しくは行ったことを認識し、又は容易に
認識することができ、法定申告期限までにそ

の是正や過少申告防止の措置を講ずること
ができたにもかかわらず、納税者においてこ

れを防止せずに隠ぺい仮装行為が行われ、そ
れに基づいて過少申告がされたときには、当

該隠ぺい仮装行為を納税者本人の行為と同
視することができ、重加算税を賦課すること
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ができると解するのが相当である。他方、当
該税理士の選任又は監督につき納税者に何

らかの落ち度があるというだけで、当然に当
該税理士による隠ぺい仮装行為を納税者本

人の行為と同視することができるとはいえ
ない。」という考え方において、当該申告が

電子申告であった場合に、その判断に影響を
与え得るのかについて検討することとする。 
電子申告では、税理士等が送信する場合、
受信通知は、税理士及び納税者のメッセージ

ボックスに格納され47、送信した申告等デー
タをパソコン等にダウンロードする48ことが
可能となっている。本事件においては、納税
者は税理士に対し、確定申告書の控えや納税

に関する領収書等の交付を要求しておらず、
一定の落ち度があるとされているが、電子申

告ならば、税理士に確定申告書の控えを求め
なくとも、自ら確認できることが可能となっ

ている。 
納税者は委任した税理士に確定申告書の

控えや納税に関する領収書等の交付を要求
することが可能であるが、最高裁は、「本件

確定申告書の内容をあらかじめ確認せず、申
告書の控えや納付済みの領収証等の確認す

らしなかった点など、被上告人にも落ち度は
あるものの、これをもって同税理士による前

記隠ぺい仮装行為を被上告人本人の行為と
同視することができる事情に当たるとまで

は認められないというべきである。」として
いる。申告内容をダウンロードできたとして

も結論は変わらないとも考えられるが、最高
裁は納税者が確認しなかったことに関し「国

家資格を有する専門家たる税理士に委任し
た以上、その事務のすべてを任せ、先方から

の連絡がない以上は、催促がましく連絡を取
らないことがエチケットにかなうと考える

ことにも無理からぬ面があり」としており、
税理士に連絡を取らずとも、自ら確認できる

ことにより、違いが生じる可能性もありえる
のではないかと思われる。 

８ 税理士法に関する論点 
行政手続のオンライン化という観点にお

いて、国税関係手続と国税以外の行政手続を
大きく分けるものとして、「税務代理」、「税

務書類の作成」、「税務相談」を税理士又は税
理士法人でない者が行うことを禁じた税理

士法49の存在がある。これにより、税理士法
に規定される国税手続については、他の行政

手続と異なり、申告手続を代理することにつ
いて税理士法との関係を注意する必要が生

じる50。また、税理士が行う関与先の電子申
告についても、それが税理士法第 2条第１項
に規定する税務代理に該当する場合、同法第
30 条により税務代理権限証書の税務署への
提出義務が生じる等51、税理士法との関係を
整理する必要があると思われる。 
⑴ 電子申告と税理士制度に関するこれま

での議論 

電子申告と税理士法の関係について検討
するにあたり、これまでの議論を整理すると、

電子申告の導入時の報告書「望ましい電子申

告制度の在り方について」52によれば、欧米
諸国で 1990年代初頭に導入された電子申告
はインターネット普及前ということもあり、

技術的観点等から納税者の申告データを送
信する仲介業者が、税務当局にパソコン通信

で接続する方式を採用し、納税者に直接接続
することを認めていない例が多い。一方、そ

の後のインターネット普及や申告納税制度
であることを考慮すれば、インターネットを

原則とし、納税者が直接税務当局に送信でき
る方法を基本とすべきとしている。また、我

が国の税理士制度の果たしてきた役割に着
目し、書面による申告同様、税理士を通じて

電子申告することを当然可能とすべきとし
ている。その上で、税理士法との関係につい

ては、「納税者が作成した申告データを単に
送信するだけの業務であれば税理士業務に

当たらないと考えられる。これに対しては、
税理士資格を有しない者が送信業務に付随
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して税理士法に抵触する行為を行う懸念が
あるので、税理士法違反の取締りには十分留

意するべきであるとの指摘があった。」とし
ている。 
また、仲介業者に関する点について、田中
治教授は、「電子申告の『仲介者』として、

税理士以外の団体や企業の参入を認めるべ
きであるとする主張があるが、この種の主張

には慎重であるべきだと考える。『仲介者』
の理解いかんによるが、その者が納税者を代

理又は代行して税法の解釈適用に当たると
すれば、その権限は現行法上、税理士にしか

認められていない。」53としている。 
電子申告と税理士法の関係について、水野

忠恒教授は、「わが国では、申告代理は税理
士の独占業務とされているので、税理士法と

の調整が重要である。①仲介者が、たんなる
送信を行うことには問題がないと考えられ

る」54としている。また、中西良彦は行政手
続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律第 35条により、税理士法第 2条第
1項 2号に規定される税務書類に電磁的記録
が加えられたことに着目し、この改正により

電子申告も税理士の無償独占業務になった
と解釈できるのかとの問題を提起している。

この点について、中西は、「税理士が『自己
の判断に基づき』電磁的記録の方式による申

告書等を作成することは、無償独占の対象と
なる業務であると考えられる。他方、自己の

判断に基づかない単なる電子申告書等の代
書は、独占業務に該当しないと言うべきであ

ろう。」とし、「電子申告は、電磁的記録の方
法による申告書等の作成という面と、その電

磁的記録の税務署への電子的方法による送
付という二つの性格を有すると解すること

ができる。後者に関しては、書面による申告
書等について言えば、当該書面を所轄税務署

へ提出する行為であり、税理士の独占業務と
は考える必要はなく、税理士により作成され

た申告書等を納税者自ら税務署等へ提出す
ることもできれば、他の誰か適当な人に税務

署への提出を代行してもらうこともできる。
いわゆる使者の概念であり、郵送（信書便）

による申告と同様である。」55と述べている。 
一方、電子署名の簡略化（税理士による送

信時における納税者本人の電子署名省略の
可能化）の検討が進められる中で、関与先の

申告データ送信に際し、税理士法に規定があ
る税務代理権限証書の添付の必要があるか

否かに関して、実務的な観点から税理士から

注目を集めることとなった56。これについて
は、「税理士等が申告等データを作成し、送
信する場合は、税務代理権限証書を必ず提出

する必要はありません。ただし、税理士法の
規定により、税務代理権限証書の提出が必要

な場合は提出していただくこととなりま

す。」との考え方が e-Taxホームページ57によ
ると示されているが、加瀬昇一により「国税
庁は『税務代理』により電子申告をする場合、

納税者本人の電子署名は省略可能の方向で

検討されているようである。」58との主張もあ
る。 
これは、「代理送信」という言葉が税務代

理を想起させるという面もある59ためと思わ
れ、以下において詳しく検討することとした

い。 
⑵ 電子申告の分解 

税理士が関与先について電子申告する行
為は、会計処理及び申告書作成の機械化によ

り実務上一連の流れとなっている場合が多
いと思われるが、概念整理のため、①申告デ

ータの作成、②申告データの送信という 2つ
の行為に分けて検討を行う。（図３参照） 
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《図３》電子申告行為の分解図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

⑶ 申告データ作成行為の検討 

申告データの作成行為も、実務的には一連

の作業になっている面もあると思われるが、
個々に見ていけば、例えば、①当該支出が所

得税法上の医療費控除に該当するものなの
か、減価償却資産の法定耐用年数の判定とい

った税法上の判断がまずあり、②それに基づ
き申告書の各金額が算出され、③それをパソ

コンの入力操作により申告データとして完
成するという流れになる。 
これらの行為の中で、どの範囲が税理士業

務に該当するかという点を考えるに当たり、

書面による申告書作成についての考え方を
見ると、税理士法基本通達 2－5によれば、
「法第 2条第 1項第 2号に規定する『作成す
る』とは、同号に規定する書類を自己の判断

に基づいて作成することをいい、単なる代書
は含まれないものとする。」とされている。 
こうした考えを電子申告に当てはめると、
①当該支出が所得税法上の医療費控除に該

当するものなのか、減価償却資産の法定耐用
年数の判定といった税法上の判断がまずあ

り、②それに基づき申告書の各金額を算出す
るという行為までが、税理士法基本通達にい

うところの「自己の判断に基づいて作成す
る」に該当し、③算出された申告書の各金額

をパソコンの入力操作により申告データと
して完成するという行為は「単なる代書」に

該当すると思われる。 
このため、既に作成されている申告書を単

なるパソコン操作により申告データとして
作成する行為は、税理士法第 2条第 2号に規
定する税務書類の作成に該当しないと思わ

れる。60 
⑷ 申告データ送信行為の検討 

次に申告データ送信行為の検討を行う。 
作成された申告データを送信するという
行為（インターネットを利用するパソコン操

作）を従来の書面による申告書提出に当ては
めれば、完成した申告書を税務署に届ける行

関与先について電子申告を行う行為 

申告データ作成 データ送信 

判断 単なる入力 

単なる代書 申告書作成 
税理士資格を有さない税理士事務所 
職員が申告書を税務署に届ける行為 

税理士業務に 
該当せず 

税理士業務に該当せず 
法２条１項２

号に該当 

行為を２つに分解 

書面による申告との対比
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為に該当すると思われる。こうした申告書を
税務署に届ける行為については、従来から税

理士資格を有しない税理士事務所職員が申
告書を税務署に届けることや、郵送の申告書

を税務署に届ける郵便局を税理士法違反と
考えないように、申告書を届ける行為に相当

する送信行為は、税理士業務に該当しないと
考えられる。 
また、「望ましい電子申告制度の在り方に
ついて」においても、「納税者が作成した申

告データを単に送信するだけの業務であれ
ば税理士業務に当たらないと考えられる。」

との考えが示されている。 
⑸ 「税務代理」と「税務書類の作成」 

上記において、算出された申告書の各金額
をパソコンの入力操作により申告データと

して完成するという行為以前の税務上の判
断を要する行為は、税務書類の作成に該当す

るとの考え方を示したが、ここではこうした
行為が税理士法上の「税務代理」と「税務書

類の作成」のいずれかに該当するかにより税
理士法第 30条の税務代理権限証書の提出義
務が課されるか否かが異なることから、これ
についての検討を行う。 
これまでの検討において、電子申告を申告
データ作成行為と申告データ送信行為に分

けて考えており、それぞれについて検討を行
う。 
まず、申告データ作成行為についてである
が、前述のように税務上の判断を伴うものに

ついては、申告書の作成に該当とすると思わ
れ、また、「税務代理」を規定した税理士法

第 2条第 1項第 1号は「次号の税務書類の作
成にとどまるものを除く。」とされる。 
次に、申告データ送信行為についてである
が、「（４）申告データ送信行為の検討」で検

討したように、税理士業務に該当しないと考
えられることから、「税務代理」及び「税務

書類の作成」のいずれにも該当しないと考え
られる。 

このため、電子申告行為については、「税
務書類の作成」に該当し、その行為は「税務

書類の作成」（税理士法第 2条第１項第 2号
に該当）にとどまるものと税務代理の一環と

しての税務書類の作成（税理士法第 2条第１
項第１号に該当）するものがあると思われる。

なお、書面による申告においても、納税者が
税理士に申告について委嘱しているものの

全てが、税務代理に該当しているとは考えら
れていないことからも、そのように考えても

書面による申告との整合性は保たれると思

われる。61 
また、税理士が関与先の申告データを送信

する行為を税務代理として考えた場合、申告

データを送信する税理士は税理士法第 30条
に基づき、税務代理権限証書を税務署に提出

する義務が生じることとなるが、補助税理士
は税務代理権限証書を提出することができ

ない62ため、補助税理士は申告データを送信
することができなくなってしまう。一方、補

助税理士は従事する税理士等が委嘱を受け
た事案について、税務書類を作成し、当該書

類を作成した者として自ら署名押印するこ

とが想定されており63、関与先の申告データ
を送信する行為のすべてを税務代理として
考えた場合に整合性が取れなくなると思わ

れる。64 
 
９ 電子申告に関する今後の検討課題 
電子申告に関する法令面以外の今後の検

討課題としては、以下の点があると思われる。 
⑴ 諸外国との比較 

電子申告の利用状況について諸外国との
比較が行われた新聞記事に関し、本庄教授は、

「電子申告制度とその基盤である諸制度は、
各国によって異なるので、単純に比較できな

いが、利用率を比較するとき、その前提とな
る諸社会制度の電子化の進捗度や税制の差

異を認識しなければ、無意味な比較論とな

る」65と述べている。 
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こうした電子化の進捗度や税制の差異に
関しては、認証基盤の普及状況や納税者、特

に申告件数の多い個人の申告がどのような
方法で行われているか等の電子申告の普及

に影響を与える要素の比較検討が必要と思

われる。66 
⑵ 他の行政手続きとの比較 

CIO連絡協議会事務局は「『オンライン利
用促進のための行動計画（案）』に関する意
見の募集」に寄せられた主な意見として、「利

用率の高い事例を分析しその成果を活用す

ること」67をあげており、国税関係手続以外
の行政手続におけるオンライン利用状況と
の比較が行われることも考えられる。また、

「公的個人認証の普及が必要である」との意
見もあげられている。 
公的個人認証の普及については、総務省が

開催した「公的個人認証サービスの利活用の

あり方に関する検討会」による「公的個人認
証サービスの利活用のあり方に関する検討

会 論点整理」68において、「『公的個人認証
サービスの普及が進んでいないことが、オン

ライン手続の利用促進の妨げとなってい
る。』との批判が時になされることがある。

しかし、公的個人認証サービスは、他の本人
確認・認証手段（民間の電子署名・認証サー

ビス、生体認証、ID・パスワード等）と同様、
オンライン上の情報のやりとりにおける本

人確認・認証のための基盤・ツールである。
したがって、その普及のためには、オンライ

ン手続自体の利便性・使い勝手が向上し、そ
の利用が進むことが必要である。これと切り

離されて公的個人認証サービスが自律的に
普及していくことは想定しがたいものであ

り、冒頭の批判は、因果関係の捉え方が一面
に偏っていると考えられる。」とされており、

その上で、「参考（構成員等からの主な意見）」
として「公的個人認証サービスの普及につい

ての課題は、①申請届出書類等簡略化（例え
ば、国税の電子申請に際し、領収書等の添付

書類の省略もしくは PDF化を可能とし、添
付書類等の郵送をせず電子申請のみで作業

が完了。）②インセンティブの付加（（中略）
国税では、平成 20年分の申告時から５千円
の税額控除が検討されている。）」があげられ
ている。平成 19 年分又は 20 年分の所得税
では、電子証明書等の取得を支援し、行政手
続のオンライン利用を促進する観点から、電

子申告を行う際に本人の電子署名及び電子
証明書を送信した場合に、5000 円の税額控
除を受けることができるようにされており、
また、電子申告における第三者作成書類等の

添付省略が行えるようにされている。これら
の取組による公的個人認証の普及状況を踏

まえ、各行政分野の利用状況と本人確認に公
的個人認証等の電子署名の利用の有無の関

係についても、検討する必要があると思われ
る。その際には、インターネット取引におけ

る電子署名の利用が、公的個人認証の普及に
影響を与えると思われるので、民間のインタ

ーネット取引における電子署名の利用状況
についてもあわせて分析する必要があると

思われる。 
 
10 おわりに 

以上、税理士法と電子申告の関係等につい

ての考察を行ってみた。電子申告については、
平成 16年に運用が開始され、書面による提
出とは異なる論点が生じる可能性があると
思われるが、こうした論点について積極的な

議論が行われるとともに、税理士法第１条の
趣旨を踏まえ税理士の活躍の場が広がり、電

子申告の一層の普及が進むことを期待した
い。 
 
                                                      
1 国税庁「平成 18年分の所得税、消費税及び贈
与税の確定申告状況について（記者発表資料）」。 
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/60
68/01.htm。 
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